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品川区公契約条例（以下「公契約条例」という。）は、品川区における公契約

に関し、基本方針、区や受注者の責務を定め、入札等の適正化、労働者等の労働

環境の整備を推進することにより、契約の適正履行や品質の確保を図ることを

目的として制定されました。 

 本手引きは、適用対象契約の受注者の責務のうち「労働報酬下限額」に関する

事項や事務手続に関する事項を中心に解説するものとなります。 

 

【目次】 

１ 公契約条例に関する用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 公契約条例の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３ 契約書と約定事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

４ 適用対象となる契約の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

５ 適用対象となる労働者等の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

６ 労働報酬下限額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

７ 労働報酬の定義と換算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

８ 労働者等への周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

９ 労働環境に関する報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

１０ 労働者等の申出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

１１ 報告、立入調査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

〈資料〉 

 １ 公契約条例に係る事務の流れについて・・・・・・・・・・・・１３ 

 ２ 品川区公契約条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 ３ 品川区公契約条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 ４ 品川区公契約条例に関する特記事項・・・・・・・・・・・・・２３ 

 ５ 品川区公契約条例に係る誓約書・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 ６ 品川区公契約条例に関するお知らせ・・・・・・・・・・・・・３１ 

 ７ 労働環境の整備に関する事項の報告書・・・・・・・・・・・・３４ 

 ８ 労働報酬に係る申出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 

 

（様式のダウンロード場所） 

トップページ＞区政情報＞区政に関する資料＞契約情報＞品川区公契約条例 
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【１ 公契約条例に関する用語の定義】 

 公契約条例において使用する用語の定義は次のとおりです。 

用語 定義 補足 

１ 公契約 ⑴ 品川区が締結する工事、製造そ

の他の請負契約、業務委託契約 

⑵ 指定管理協定（地方自治法に規

定する公の施設の管理に関する協

定） 

 賃貸借契約、物品

購買契約、人材派遣

契約等は、公契約条

例の対象外 

２ 受注者 品川区と公契約を締結する者  

３ 受注関係者 ⑴ 品川区以外の者から公契約に係

る業務の一部を請け負い、または

受託する者 

⑵ 労働者派遣事業として、受注者

または３⑴に掲げる者に労働者を

派遣する者 

⑴は下請事業者、

再委託先、⑵は人材

派遣事業者 

４ 労働者 労働基準法第９条に規定する労働

者（同居の親族のみを使用する事業

または事務所に使用される者および

家事使用人を除く。） 

 

５ 労働者等 ⑴ 受注者または受注関係者に雇用

され、専ら公契約に係る業務に従

事する労働者 

⑵ 受注者または受注関係者との契

約により、公契約に係る業務の一

部を請け負い、または受託する者

であって、当該業務を他の者を使

用しないで行うもの 

⑵は、いわゆる「一

人親方」など 

６ 労働報酬 ⑴ ５⑴の労働者等がその雇用する

者から得る賃金 

⑵ ５⑵の労働者等がその契約によ

り得る収入 

 

７ 労働報酬下

限額 

区長が定める労働報酬の１時間当

たりの下限額（下回ってはいけない

労働報酬の時間単価） 
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【２ 公契約条例の概要】 

 

 公契約条例の概要は、次のとおりです。（別添資料に条例全文あり） 

見出し（条） 概要 補足 

基本方針 

（第３条） 

・ 契約手続きの透明性確保、公正

な競争の促進 

・ 談合等不正行為の排除 

・ 適正な労働条件の確保等 

・ 持続可能な社会の実現に資す

る取組みを行う事業者の受注機

会の確保 等 

 

適用範囲 

（第６条） 

・ 工事または製造請負契約 １

億８千万円以上の契約 

・ 委託契約 ２千万円以上の契

約で、規則で定めるもの 

・ 指定管理協定 規則で定める

指定管理者 

詳しくは、「４適用対

象となる契約の範

囲」に記載 

労働報酬下限額 

（第７条） 

・ 公契約において、受注者および

受注関係者が、労働者等に対し、

区長が定める労働報酬下限額以

上の労働報酬を支払うことを定

める。 

詳しくは、「６労働報

酬下限額」に記載 

労働報酬下限額の

算出基準等 

（第８条） 

・ 区長は、労働報酬下限の算出基

準を定めようとするときは、品川

区公契約審議会の意見を聴く。 

詳しくは、「６労働報

酬下限額」に記載 

公契約において約

定する事項 

（第９条） 

・ 受注者は、労働環境の整備に関

する事項を区長に報告する。 

・ 受注者は、労働報酬下限額に係

る事項等について、書面を掲示す

るなどして、労働者等への周知を

図る。 

・ 区長は、受注者が契約違反を是

正しない場合等に、公契約を解除

することができる。 等 

 

詳しくは、「３契約書

と約定事項につい

て」「９労働環境に関

する報告」等に記載 
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労働者等の申出 

（第１０条） 

・ 労働者等は、支払われるべき労

働報酬が支払われていない場合

に、その事実を申し出ることがで

きる。 

詳しくは、「１０労働

者等の申出」に記載 

報告および立入調

査 

（第１１条） 

・ 区長は、労働者等からの申出が

あった場合に、受注者または受注

関係者に対し必要な報告を求め、

また事業所等への立入調査等を

行う。 

詳しくは、「１１報

告、立入調査等」に

記載 

是正の求め 

（第１２条） 

・ 区長は、報告や立入調査の結

果、違反がある場合には、受注者

または受注関係者に対し、違反の

是正を求める。 

 

公表 

（第１３条） 

・ 区長は、公契約の解除をした場

合に、受注者または受注関係者の

名称等を公表する。 

 

品川区公契約審議

会 

（第１４条） 

・ 労働報酬下限額に関すること

等を調査審議するため、品川区公

契約審議会を設置する。 

 

 

 

【３ 契約書と約定事項について】 

 

 適用対象となる契約（契約および指定管理協定）の受注者は、公契約条例第７

条、第９条、条例別表の規定に基づき、労働関係法令遵守や労働報酬下限額に関

する事項等について、約定する必要があります。これらの約定は「品川区公契約

条例に関する特記事項」（２３ページ参照）を契約書に追加することにより行い

ます。対象契約の入札に参加する際は、あらかじめ内容の確認をお願いします。 

 また、対象契約の受注者は、受注関係者と公契約に係る業務の一部について請

負契約・委託契約等を締結する場合は、条例別表１３の項に定める事項（品川区

公契約条例に関する特記事項第１３条または第１４条の事項）について、当該受

注関係者と契約書、注文書、誓約書その他の方法により約定することとしてくだ

さい。必要に応じて、誓約書（２９ページ参照）の書式をご活用ください。 
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【４ 適用対象となる契約の範囲】 

 

適用対象となる契約（契約および指定管理協定）は、次のとおりです。適用対

象となる契約は、入札公告等の際に、公契約条例の適用対象となる旨を周知しま

す。 

ただし、他に競争相手がないことを理由として随意契約により区と公契約を

締結する者との契約は適用対象外となります。また、条例適用開始（令和８年４

月１日）より前に締結した公契約は適用対象外となります。 

 

公契約の種類 適用範囲 

１ 工事または製造の請負契約

（※１） 

予定価格（※２）が１億８千万円以上の契約 

２ １以外の請負契約および業

務委託契約 

予定価格が２千万円以上で、次の業務内容の

契約（※３） 

 ⑴ 施設の総合的な管理業務に関する契

約 

 ⑵ 施設の受付業務に関する契約 

 ⑶ 施設の清掃業務に関する契約 

 ⑷ 施設の警備業務（機械警備を除く。）

に関する契約  

 ⑸ 学校等の用務業務に関する契約 

 ⑹ 給食調理業務に関する契約 

３ 指定管理協定 上記２の契約に準ずるもの 

 

 ※１ 複数年度に渡る契約の場合は、労働報酬下限額に関しては、契約締結年度の労働報

酬下限額が適用されます。 

 ※２ 予定価格には、消費税を含みます。 

 ※３ 業務内容にかかわらず、区が締結する人材派遣契約は対象外となります。 
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【５ 適用対象となる労働者等の範囲】 

 

受注者および受注関係者は、適用対象となる契約において、対象となる労働者

等に対し、労働報酬下限額以上の労働報酬を支払わなくてはなりません。労働報

酬下限額の適用を受ける労働者等と、適用対象外となる者は次のとおりです。 

 

⑴  労働報酬下限額の適用を受ける労働者等 

 

ア 受注者または受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事す

る労働者 

イ 受注者または受注関係者との契約により、公契約に係る業務の一部を

請け負い、または受託する者であって、当該業務を他の者を使用しない

で行うもの 

 ※ 上記アは、公契約の受注者、下請事業者、再委託先等に雇用されている者であって、

適用対象となる契約の業務に専ら従事しているもののことです。なお、正社員、パー

ト等は問いません。また、労働者派遣法の規定により適用対象となる契約の業務に派

遣されている者も対象となります。 

 ※ 上記イは、公契約の受注者、下請事業者、再委託先等から公契約の業務の一部を個

人で請け負う者（いわゆる一人親方）のことです。 

 

⑵  労働報酬下限額の適用対象とならない者 

 

ア 同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者および

家事使用人 

イ 労働基準法第９条の労働者ではない者（ボランティア、役員等） 

ウ 最低賃金法第７条の労働者（使用者が都道府県労働局長の許可を受け

ている者に限る。） 

エ 公契約に係る業務に専属で従事していない労働者（従事する業務の内

容に、公契約に係る業務と公契約以外の業務が混在している労働者） 

オ 公契約に係る業務に直接従事していない労働者（会社役員、経理作業

を行う者、材料製造に係る者等） 

カ 公契約に係る業務に従事した時間が、１か月当たり３０分に満たない

者 

キ 工事または製造の請負契約における現場代理人、監理技術者、主任技

術者 
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【６ 労働報酬下限額】 

 

受注者および受注関係者は、適用対象となる契約において、対象となる労働者

等に対し、区長が定める額以上の労働報酬を支払わなくてはなりません。この

「区長が定める額」を労働報酬下限額といいます。 

労働報酬下限額は、１時間当たりの額とし、これを定めた際は、区長が告示

を行います。 

 

 労働報酬下限額は、次の公契約区分ごとに掲げる事項を勘案して、区長が定

めます。 

 

公契約区分 勘案する事項 

工事または製造の請負契

約 

・ 農林水産省および国土交通省が決定する公

共工事設計労務単価 

工事または製造以外の請

負/業務委託契約 

・ 地域別最低賃金 

・ 職員の給与に関する条例に規定する行政職

給料表（二） 指定管理協定 

 

 適用対象となる契約については、労働報酬下限額以上の労働報酬を支払う必

要があるという点を踏まえて、入札等に参加していただく必要があります。適

用対象となる契約は、競争入札の公告等において、予め周知を行います。 

 

 契約履行期間が複数年度に渡る工事請負契約については、契約締結年度にお

ける労働報酬下限額が適用されます。締結の翌年度以降の労働報酬下限額は、

適用されません。なお、インフレスライド条項の適用等で、契約金額が変更と

なる場合は、可能な限り、最新の労働報酬下限額の適用に努めてください。 

 

 労働報酬下限額は、品川区ホームページで公表を行います。 
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【７ 労働報酬の定義と換算方法】 

 

公契約条例において、労働報酬とは、「１ 公契約条例に関する用語の定義」

にあるとおり、労働者等がその雇用する者から得る賃金や受注者等との契約に

より得る収入を指します。 

労働報酬下限額は１時間当たりの額となっていますので、労働報酬下限額に

所定労働時間を乗じて、労働報酬との比較を行います。 

 

 ⑴ 工事または製造の請負契約に従事する労働者等に係る労働報酬（※） 

 

労働者等の種類 労働報酬の対象 労働報酬の対象外 

労働者（雇用されて

いる者） 

・基本給、出来高給 

・基準内手当（家族手当、

通勤手当、地域手当、住

宅手当、技能手当、精勤

手当） 

・実物給与 

・臨時の給与（賞与その

他臨時の賃金） 

・時間外等割増賃金 

・突貫手当 

・休業手当 

一人親方（請負契約

により業務に従事す

る者） 

・請負契約における請負

代金（消費税および地方

消費税を除く） 

・調達した資材や機材等

に係る経費 

 

 ※ 公共工事設計労務単価を勘案して労働報酬下限額を定めることから、労

働報酬に含む賃金や手当については、公共工事設計労務単価の調査（公共事

業労務費調査）における考え方を基礎としています。 
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 ⑵ 工事または製造以外の請負契約および業務委託契約に係る労働報酬 

   指定管理協定に係る労働報酬 

 

労働報酬の対象 労働報酬の対象外 

・基本給 

・諸手当（対象外の手当以外） 

・時間外勤務手当 

・休日出勤手当 

・深夜勤務手当 

・臨時の賃金（結婚手当など） 

・１月を超える期間ごとに支払われる

手当（賞与など） 

・精皆勤手当 

・通勤手当 

・家族手当 

 

 

【８ 労働者等への周知】 

 

 適用対象となる契約の受注者は、次の事項について労働者等に周知をする必

要があります。周知は、作業所等に掲示するか、書面（チラシ、カード等）を

交付することにより行ってください。（品川区公契約条例に関する特記事項第

７条） 

 周知に際しては、必要に応じて、「品川区公契約条例に関するお知らせ」（３

１ページ参照）の書式をご活用ください。 

 

 ⑴ 労働報酬下限額に関すること 

 ⑵ 適用される労働者等の範囲 

 ⑶ 労働報酬に関する申出に関する事項（申出先、申出による不利益を受け

ないこと等） 

 ⑷ 受注者の連帯責任に関する事項 

 ⑸ 不利益取扱いの禁止等に関する事項 
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【９ 労働環境に関する報告】 

 

 適用対象となる契約の受注者は、条例別表５の項（品川区公契約条例に関する

特記事項第６条）の規定に基づき、当該契約に係る労働環境の整備に関する事項

について、次のとおり、区長に報告する必要があります。 

 

１ 報告方法 

 

⑴ 報告は、品川区のホームページ上の「品川区電子申請サービス」から必要

事項を入力することにより、行ってください。 

⑵ 報告は、適用対象となる契約ごとに行ってください。 

⑶ 電子申請サービスを利用することができない場合は、「労働環境の整備に

関する事項の報告書」（３４ページ参照）の様式を品川区のホームページか

らダウンロードして、郵送または電子メールで品川区企画経営部経理課契

約係に提出してください。 

 

（様式のダウンロード場所） 

 トップページ＞区政情報＞区政に関する資料＞契約情報＞品川区公契約条例 

（電子メール送付先アドレス） 

 keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp 

（郵送先） 

 〒140-8715 東京都品川区広町 2-1-36 品川区企画経営部経理課契約係あて 

 

２ 報告時期および報告回数 

 

⑴ 報告は、原則として１回行ってください。ただし、報告内容の変更があっ

た場合には、変更の報告を行ってください。 

⑵ 報告は、契約締結日から３か月以内に行ってください。変更の報告は、変

更があった場合にすみやかに行ってください。 

 

３ その他 

  

  品川区では、従前より、予定価格が２千万円以上の契約については、「労働

環境チェックシート」の提出をお願いしていましたが、令和８年４月から、２

千万円以上１億８千万円未満の工事請負契約を除き、当該チェックシートの

提出は不要となります。  

mailto:keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp
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【10 労働者等の申出】 

 

 適用対象の契約に従事する労働者等は、次の場合に、その事実の申出ができま

す。区長に申出があった場合には、必要に応じて、条例第１１条および品川区公

契約条例に関する特記事項第９条の規定に基づき、受注者等に対する調査等（次

ページ参照）を行います。 

約定事項の違反が認められた場合には、速やかに受注者に対し、是正の求めを

行います。 

 申出方法に決まりはありませんが、書面で行う場合は、必要に応じて、「労働

報酬に係る申出書」（３７ページ参照）の書式をご活用ください。 

 

１ 労働者等により申出ができる場合 

 

⑴ 期日において、労働報酬が支払われないとき 

⑵ 支払われた労働報酬の額が、労働報酬下限額を下回るとき 

 

２ 申出の相手方 

 

⑴ 品川区長 

⑵ 受注者 

⑶ 受注関係者（当該労働者を雇用し、または契約している受注関係者に限る） 

 

３ 品川区の申出先について 

 

  品川区企画経営部経理課契約係 

電話番号     03-5742-6641 

   メールアドレス  keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp 

 

 

 

 

 

  

mailto:keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp
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【11 報告、立入調査等】 

 

 労働者等からの申出があった場合や約定事項の遵守状況について区側で確認

が必要と考える場合には、受注者または受注関係者に対し、次の調査等を行いま

す。 

 ・ 必要な報告を求めること。 

 ・ 事業所等への立入調査を行うこと。 

 ・ 関係者に質問を行うこと。 

  

 調査等の結果、約定事項に違反をしていると認める場合は、当該違反の是正措

置を要求することになります。 

 調査等に応じない場合、虚偽の報告・回答を行った場合および是正措置に応じ

なかった場合については、契約を解除するとともに、その旨の公表を行う場合が

あります。 

また、当該契約解除に伴う損害が区に生じた場合は、賠償額の請求を行います。 
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資料１ 公契約条例に係る事務の流れについて 

 

品川区（品川区長） 受注者 労働者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働報酬下限額の告示 

契約の公告（適用対象と
なる旨を周知） 

契約締結（契約書に特記事項添付） 

受 注 関 係 者 と の 契 約
（労働報酬等に関する
約定） 

労働者等への周知 

業務履行開始 

労働者への労働報酬の
支払い 

労働提供・労働報酬の
受領 

労働環境に関する報告
（契約締結日から３か
月以内） 

報告確認 
（労働報酬の未払い・
不足等があった場合） 
受注者/受注関係者/
区長への申出 

確認/調査等 
 労働者等への対応 

（違反があった場合）
是正措置要求 是正措置/措置内容の

報告（労働報酬の支払
い等） 

（調査/是正措置に応
じない場合等）契約解
除・公表等 
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資料２ 品川区公契約条例 

令和６年 12 月６日条例第 56 号 

 （目的） 

第１条 この条例は、品川区（以下「区」という。）における公契約に関し、基本方針なら
びに区および受注者の責務を定め、公契約に係る入札、契約等の適正化および労働者等の
適正な労働環境の整備を推進することにより、公契約の適正な履行および良好な品質の
確保を図り、もって持続可能な社会の実現、地域経済の活性化および区民の福祉の増進に
寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 

 ⑴ 公契約 区が締結する工事、製造その他の請負契約、業務委託契約および地方自治法
（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する公の施設の管理に関す
る協定（以下「指定管理協定」という。）をいう。 

 ⑵ 受注者 区と公契約を締結する者をいう。 

 ⑶ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

  ア 区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、または受託する者（次号イに
掲げる者を除く。） 

  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和
６０年法律第８８号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業として、受注者または
アに掲げる者に次号アに掲げる者を派遣する者 

 ⑷ 労働者等 次に掲げる者をいう。 

  ア 受注者または受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する労働基準
法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する
事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く。） 

  イ 受注者または受注関係者との契約により、公契約に係る業務の一部を請け負い、ま
たは受託する者であって、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

 ⑸ 労働報酬 公契約に係る業務の対価で、次に掲げるものをいう。 

  ア 前号アに掲げる者がその雇用する者から得る賃金 

  イ 前号イに掲げる者が同号イの契約により得る収入 

 （基本方針） 

第３条 区における公契約に係る基本的な方針は、次のとおりとする。 

 ⑴ 公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。 

 ⑵ 談合その他の不正行為を排除すること。 

 ⑶ 受注者において労働者等の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備をさせる
こと。 

 ⑷ 区内の事業者および持続可能な社会の実現に資する取組を行う事業者の受注の機会
を確保するよう努めること。 

 ⑸ 公契約の適正な履行および品質の確保を図り、良質な区民サービスの提供に寄与す
ること。 

 （区の責務） 
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第４条 区は、前条の基本的な方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的かつ効果的に
推進しなければならない。 

 （受注者の責務） 

第５条 受注者は、公契約を締結した者としての責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、
前条の施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 受注者は、労働者等の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に努めなければ
ならない。 

 （適用範囲） 

第６条 次条から第１３条までの規定は、次に掲げる公契約について適用する。 

 ⑴ 工事または製造の請負契約でその予定価格が１件１億８，０００万円以上のもの 

 ⑵ 工事または製造以外の請負契約および業務委託契約のうち、その予定価格が１件２，
０００万円以上のものであって、規則で定めるもの 

 ⑶ 規則で定める指定管理協定 

２ 前項の規定は、公契約の受注者が次に掲げる者である場合については、適用しない。 

 ⑴ 国または他の地方公共団体 

 ⑵ 他に競争相手がないことを理由として随意契約により区と公契約を締結した者 

 ⑶ 前２号に掲げる者のほか、区長が認めるもの 

 （労働報酬下限額） 

第７条 区は、公契約において、受注者および受注関係者が労働者等（最低賃金法（昭和３
４年法律第１３７号）第７条に規定する労働者を除く。次条第１項において同じ。）に対
し、区長が定める額（以下「労働報酬下限額」という。）以上の額の労働報酬（前条第１
項第２号および第３号に掲げる公契約にあっては、同法第４条第３項各号に掲げる賃金
を除く。以下同じ。）を支払わなければならないことを定めるものとする。 

２ 労働報酬下限額は、時間によって定めるものとする。 

３ 労働報酬が時間以外の期間または出来高払制その他の請負制によって定められている
場合における当該労働報酬の換算方法は、規則で定める。 

 （労働報酬下限額の算出基準等） 

第８条 区長は、次の各号に掲げる労働者等の区分に応じ、当該各号に定めるものその他の
事情を勘案して、労働報酬下限額を算出するための基準（以下「算出基準」という。）を
定めるものとする。 

 ⑴ 第６条第１項第１号に掲げる公契約に係る業務に従事する労働者等 農林水産省お
よび国土交通省が決定する公共工事の工事費の積算に用いるための労務の単価 

 ⑵ 第６条第１項第２号または第３号に掲げる公契約に係る業務に従事する労働者等 
最低賃金法第９条第１項の地域別最低賃金、職員の給与に関する条例（昭和２６年品川
区条例第１７号）第５条第１項第１号イに規定する行政職給料表（二）に定める額等 

２ 区長は、算出基準を定めようとするときは、あらかじめ、第１４条第１項の品川区公契
約審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 区長は、算出基準に基づき労働報酬下限額を定めたときは、これを告示するものとする。 
 （公契約において約定する事項） 

第９条 区は、公契約において、第７条第１項に規定するもののほか、別表に掲げる事項を
定めるものとする。 
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 （労働者等の申出） 

第１０条 労働者等（労働者等であった者を含む。以下この条、次条第１項ならびに別表４
の項および７の項において同じ。）は、労働報酬が支払われるべき日において、支払われ
るべき労働報酬が支払われていない場合または支払われた労働報酬の額が労働報酬下限
額を下回る場合は、区長、受注者または受注関係者（当該労働者等を雇用し、または当該
労働者等と第２条第４号イの契約を締結した受注関係者に限る。）に対し、その事実を申
し出ることができる。 

 （報告および立入調査） 

第１１条 区長は、前条の規定による申出があったときまたはこの条例の規定に基づき約
定する事項の遵守の状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者もしくは受
注関係者に対し必要な報告を求め、またはその職員に受注者もしくは受注関係者の事業
所等へ立ち入り、労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を調査させ、もしくは関
係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により事業所等へ立ち入り、調査または質問（以下これらを「立入調査」と
いう。）を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。 

 （是正の求め） 

第１２条 区長は、前条第１項の報告または立入調査の結果、受注者または受注関係者が第
７条第１項または第９条の規定により公契約において約定する事項に違反をしていると
認めるときは、受注者に対し速やかに当該違反を是正するために必要な措置をとるべき
ことを求めるものとする。 

 （公表） 

第１３条 区長は、別表１０の項に定めるところにより、公契約の解除（指定管理協定に係
る指定管理者の指定の取消しまたは管理の業務の全部もしくは一部の停止を含む。同項
において同じ。）をした場合は、次に掲げる事項を公表することができる。 

 ⑴ 当該受注者または受注関係者の氏名および住所（これらの者が法人である場合にあ
っては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地） 

 ⑵ 解除をした公契約の件名 

 ⑶ 解除の原因となった違反の内容 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

２ 区長は、前項の規定により公表を行おうとする場合は、当該受注者または受注関係者に
対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。 

 （品川区公契約審議会） 

第１４条 公契約に関する施策の適正な実施を確保するため、区長の附属機関として、品川
区公契約審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じて、労働報酬下限額、算出基準その他の公契約に関し必要
な事項について調査審議し、答申する。 

３ 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員７人以内をもって組織する。 

⑴ 契約、労働環境等に係る識見を有する者 ３人以内 

⑵ 事業者団体関係者 ２人以内 

⑶ 労働者団体関係者 ２人以内 
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４ 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任
期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 
 （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第６条から第１３条までおよび別表の規定は、令和８年４月１日以後に締結する公契
約について、適用する。 

 （品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和２９年品川区条例
第７号）の一部を次のように改正する。 

  別表品川区財産価格審議会の項の次に次のように加える。 
 
 

品川区公契約審議会 会長       ２３，０００円 
委員       ２０，０００円 

 
 

別表（第９条、第１０条、第１３条関係） 

事項 定める内容 

１ 労働関係法令の遵守に関する事
項 

受注者は、第２条第４号アに掲げる者に係る
労働環境の整備に関し、労働基準法その他の労
働関係法令の規定を遵守しなければならないこ
と。 

２ 労働者等との契約条件に関する
事項 

 受注者は、第２条第４号イに掲げる者と請負
契約または委託契約を締結しようとするとき
は、労働基準法その他の労働関係法令の趣旨を
尊重した内容としなければならないこと。 

３ 労働者等の継続雇用  受注者は、継続性のある業務に関する公契約
を締結するときは、当該業務に従事する労働者
等の雇用の安定ならびに当該業務の質の維持お
よび継続性の確保に配慮し、当該公契約の締結
前から当該業務に従事していた労働者等のうち
希望するものを雇用するよう努めること。 

４ 労働報酬に係る受注者の連帯責
任に関する事項 

 受注者は、受注関係者が労働者等に対して支
払うべき労働報酬を支払わないときまたは受注
関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限
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額を下回るときは、当該受注関係者と連帯して、
当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する
額またはその差額に相当する額を支払うものと
すること。 

５ 区長への報告に関する事項  受注者は、規則で定めるところにより、労働
者等に係る労働環境の整備に関する事項を区長
に報告しなければならないこと。 

６ 労働者等への周知に関する  受注者は、労働報酬下限額その他規則 

事項 で定める事項を作業所等の労働者等が見やすい
場所に掲示し、またはこれらの事項を記載した
書面を労働者等に交付しなければならないこ
と。 

７ 不利益取扱いの禁止等に関する
事項 

 受注者および受注関係者は、第１０条の規定
による申出があった場合は、誠実に対応すると
ともに、当該申出をした労働者等について、当
該申出をしたことを理由として、解雇、請負契
約の解除その他不利益な取扱いをしてはならな
いこと。 

８ 報告および立入調査に関する事
項 

 受注者および受注関係者は、第１１条第１項
の規定による報告の求めおよび立入調査に応
じ、協力をしなければならないこと。 

９ 約定事項の違反の是正等に関す
る事項 

 受注者および受注関係者は、第１２条の規定
による是正の求めを受けた際は、速やかに是正
の措置を講じ、当該措置の内容を区長に報告を
しなければならないこと。 

１０ 公契約の解除に関する事項  区は、次のいずれかに該当する場合は、当該
公契約の解除をすることができること。この場
合において、区は、当該公契約の解除により受
注者または受注関係者に生じた損害を賠償する
責任を負わないこと。 

 ⑴ 受注者または受注関係者が第１１条第１
項の規定による報告の求めに応じず、また
は虚偽の報告を行った場合 

⑵ 受注者または受注関係者が立入調査を拒
み、妨げ、もしくは忌避し、または立入調
査に虚偽の回答を行った場合 

⑶ 第１２条の規定による是正の求めに応じ
ず、または是正の措置の内容について虚偽
の報告を行った場合 
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１１ 受注者の損害賠償責任に関す
る事項 

 受注者は、区が１０の項に定めるところによ
り公契約の解除をした場合におい 

 て、当該解除により区に損害が生じたときは、
その損害を賠償しなければならないこと。 

１２ 公契約の解除に係る違約金に
関する事項 

 区は、１０の項に定めるところにより公契約
の解除をした場合は、受注者に対し違約金の支
払を求めることができること。 

１３ 受注者と受注関係者との契約
締結に関する事項 

受注者は、受注関係者と公契約に係る業務に
ついて契約を締結するときは、受注関係者が当
該受注者の遵守すべき約定事項について遵守す
ることとなるよう、約定しなければならないこ
と。 
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資料３ 品川区公契約条例施行規則 

令和７年３月 31 日規則第２号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、品川区公契約条例（令和６年品川区条例第５６号。以下「条例」とい
う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 （適用範囲） 

第３条 条例第６条第１項第２号の規則で定めるものは、次に掲げる契約とする。ただし、
区長が別に定めるものを除く。 

 ⑴ 施設の総合的な管理業務に関する契約 

 ⑵ 施設の受付業務に関する契約 

⑶ 施設の清掃業務に関する契約 

 ⑷ 施設の警備業務（機械警備を除く。）に関する契約 

 ⑸ 学校等の用務業務に関する契約 

 ⑹ 給食調理業務に関する契約 

２ 条例第６条第１項第３号の規則で定める指定管理協定は、前項に定める契約に準ずる
ものとする。 

 （労働報酬の換算方法） 

第４条 条例第７条第３項の労働報酬の換算方法は、最低賃金法施行規則（昭和３４年労働
省令第１６号）第２条の規定を準用する。 

 （立入調査に携帯する身分を示す証明書） 

第５条 条例第１１条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（様式）とする。 

 （審議会の会長） 

第６条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、条例第１４条第３項第１号に掲げる者のうちから、委員が選挙する。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、第２項の規定に準じて選挙された
委員が、その職務を代理する。 

 （審議会の会議） 

第７条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、区長が審議
会を招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
ろによる。 

４ 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めたときは、この
限りでない。 

５ 会議の公開の方法、公開の可否その他会議の公開に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （審議会の庶務） 

第８条 審議会の庶務は、企画経営部経理課において処理する。 

 （条例別表５の項に定める報告に関する事項） 
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第９条 受注者は、次に掲げる事項を区長が指定する日までに報告をしなければならない。 
 ⑴ 労働者等に係る就業規則、雇用契約等に係る状況 

 ⑵ 労働者等に係る安全衛生、安全教育、健康管理等に係る状況 

 ⑶ 労働者等の労働時間の管理の状況 

 ⑷ 労働者等の労働報酬の支払に係る状況 

 ⑸ 最も低い労働報酬の額および当該労働報酬の対象となる職種 

 ⑹ 条例に定める約定事項に係る状況 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、労働者等の労働環境に係る法令等の遵守に係る状況 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に認める場合にあっては、受注者は、同項に掲げる
事項の全部または一部の報告を省略することができる。 

３ 受注者は、第１項の報告をした事項に変更があったときは、速やかに区長に報告をする
ものとする。 

 （条例別表６の項に定める周知に関する事項） 

第１０条 条例別表６の項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 条例に定める約定事項が適用される労働者等の範囲 

 ⑵ 条例第１０条の規定による申出に関する事項およびその申出先 

 ⑶ 条例別表４の項に規定する労働報酬に係る受注者の連帯責任に関する事項 

 ⑷ 条例別表７の項に規定する不利益取扱いの禁止等に関する事項 

 （委任） 

第１１条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式（第５条関係） 

（表） 

 

身分証明書 

所属         

氏名         

 上記の者は、品川区公契約条例第１１条第１項の規定により事業所等へ立ち入り、調

査または質問を行う権限を有する者であることを証明する。 

 

  交 付 年 月 日     年  月  日 

  有 効 期 限     年  月  日 

 

                          品川区長        印   

 

 

（裏） 

 

品川区公契約条例（抜粋） 

 

  （報告および立入調査） 

第１１条 区長は、前条の規定による申出があったときまたはこの条例の規定に基づき

約定する事項の遵守の状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者もしく

は受注関係者に対し必要な報告を求め、またはその職員に受注者もしくは受注関係者

の事業所等へ立ち入り、労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を調査させ、

もしくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により事業所等へ立ち入り、調査または質問（以下これらを「立入調査」

という。）を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 
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資料４ 品川区公契約条例に関する特記事項（工事請負契約用） 
 

（用語の定義） 
第１条 品川区公契約条例に関する特記事項（以下「本特記事項」という。）において、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 甲 発注者である品川区をいう。 
 ⑵ 乙 甲と本契約を締結する者をいう。 
 ⑶ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 
  ア 甲以外の者から本契約に係る業務の一部を請け負い、または受託する者（次号イに

掲げる者を除く。） 
  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

６０年法律第８８号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業として、乙またはアに
掲げる者に次号アに掲げる者を派遣する者 

 ⑷ 労働者等 次に掲げる者をいう。 
  ア 乙または受注関係者に雇用され、専ら本契約に係る業務に従事する労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業ま
たは事務所に使用される者および家事使用人を除く。） 

  イ 乙または受注関係者との契約により、本契約に係る業務の一部を請け負い、または
受託する者であって、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

 ⑸ 労働報酬 本契約に係る業務の対価で、次に掲げるものをいう。 
  ア 前号アに掲げる者がその雇用する者から得る賃金 
  イ 前号イに掲げる者が同号イの契約により得る収入 

（労働関係法令の遵守等） 
第２条 乙は、前条第４号アに掲げる者に係る労働環境の整備に関し、労働基準法、労働安

全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他
の労働関係法令の規定を遵守しなくてはならない。 

２ 乙は、前条第４号イに掲げる者と請負契約または委託契約を締結しようとするときは、
前項の労働関係法令の趣旨を尊重した内容としなくてはならない。 

 （労働報酬の支払） 
第３条 乙は、労働者等に対し、品川区公契約条例（令和６年品川区条例第５６号。以下「条

例」という。）第７条の労働報酬下限額以上の額の労働報酬を支払わなければならない。 
 （労働者等の継続雇用） 
第４条 乙は、本契約が継続性のある業務であるときは、当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定ならびに当該業務の質の維持および継続性の確保に配慮し、本契約の締結前か
ら当該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するよう努めるものとす
る。 

 （労働報酬に係る連帯責任） 
第５条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労働報酬を支払わないときまた

は受注関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、当該受注関係
者と連帯して、当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する額またはその差額に相当す
る額を支払わなければならない。 

 （労働環境の整備に関する事項の報告） 
第６条 乙は、労働者等に係る労働環境の整備に関する事項を、品川区長（以下「区長」と

いう。）が別に定める日までに、区長に対し報告しなければならない。 
２ 前項の規定による報告は、品川区電子申請サービスを利用し、必要な事項を入力するこ

とにより行わなければならない。ただし、これにより難い場合は書面により報告すること
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ができる。 
 （労働者等への周知） 
第７条 乙は、次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、またはこれ

らの事項を記載した書面を労働者等に交付しなければならない。 
 ⑴ 労働報酬下限額 
 ⑵ 本特記事項の内容が適用される労働者等の範囲 
 ⑶ 条例第１０条の規定による申出に関する事項およびその申出先 
 ⑷ 第５条に規定する労働報酬に係る乙の連帯責任に関する事項 
 ⑸ 次条に規定する不利益取扱いの禁止等に関する事項 
 （不利益取扱いの禁止等） 
第８条 乙は、条例第１０条の規定による申出があった場合は、誠実に対応するとともに、

当該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の
解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 （報告および立入調査） 
第９条 乙は、条例第１１条第１項の規定による報告の求めおよび立入調査に応じ、協力を

しなければならない。 
 （約定事項の違反の是正等） 
第１０条 乙は、条例第１２条の規定による是正の求めを受けた際は、速やかに是正の措置

を講じなければならない。 
２ 乙は、前項の措置を講じた際は、当該措置の内容を区長に報告をしなければならない。 
 （契約の解除） 
第１１条 甲は、乙または受注関係者が次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除する

ことができる。 
 ⑴ 条例第１１条第１項の規定による報告の求めに応じず、または虚偽の報告を行った

場合 
 ⑵ 条例第１１条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または立

入調査に虚偽の回答を行った場合 
 ⑶ 条例第１２条の規定による是正の求めに応じず、または是正の措置の内容について

虚偽の報告を行った場合 
２ 区長は、前項の規定による解除をした場合、条例第１３条の規定による公表を行うこと

ができる。 
 （損害の賠償および違約金） 
第１２条 前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、約款第４３条第５号の規

定による契約の解除があったものとみなし、約款第４６条の２の規定を適用する。 
２ 甲は、前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じても、

甲はその損害を賠償する責任は負わない。 
 （受注関係者との契約） 
第１３条 乙は、受注関係者と本契約に係る業務について契約を締結するときは、当該受注

関係者が本契約において乙の遵守すべき事項（第２条から第４条まで、第 7 条から第９
条まで、第１０条第１項、前条第２項およびこの条に定める乙の遵守すべき事項に限る。）
について遵守することとなるよう、約定しなくてはならない。 
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品川区公契約条例に関する特記事項（業務委託契約用） 
 

（用語の定義） 
第１条 品川区公契約条例に関する特記事項（以下「本特記事項」という。）において、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 甲 発注者である品川区をいう。 
 ⑵ 乙 甲と本契約を締結する者をいう。 
 ⑶ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 
  ア 甲以外の者から本契約に係る業務の一部を請け負い、または受託する者（次号イに

掲げる者を除く。） 
  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

６０年法律第８８号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業として、乙またはアに
掲げる者に次号アに掲げる者を派遣する者 

 ⑷ 労働者等 次に掲げる者をいう。 
  ア 乙または受注関係者に雇用され、専ら本契約に係る業務に従事する労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業ま
たは事務所に使用される者および家事使用人を除く。） 

  イ 乙または受注関係者との契約により、本契約に係る業務の一部を請け負い、または
受託する者であって、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

 ⑸ 労働報酬 本契約に係る業務の対価で、次に掲げるものをいう。 
  ア 前号アに掲げる者がその雇用する者から得る賃金 
  イ 前号イに掲げる者が同号イの契約により得る収入 

（労働関係法令の遵守等） 
第２条 乙は、前条第４号アに掲げる者に係る労働環境の整備に関し、労働基準法、労働安

全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他
の労働関係法令の規定を遵守しなくてはならない。 

２ 乙は、前条第４号イに掲げる者と請負契約または委託契約を締結しようとするときは、
前項の労働関係法令の趣旨を尊重した内容としなくてはならない。 

 （労働報酬の支払） 
第３条 乙は、労働者等に対し、品川区公契約条例（令和６年品川区条例第５６号。以下「条

例」という。）第７条の労働報酬下限額以上の額の労働報酬を支払わなければならない。 
 （労働者等の継続雇用） 
第４条 乙は、本契約が継続性のある業務であるときは、当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定ならびに当該業務の質の維持および継続性の確保に配慮し、本契約の締結前か
ら当該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するよう努めるものとす
る。 

 （労働報酬に係る連帯責任） 
第５条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労働報酬を支払わないときまた

は受注関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、当該受注関係
者と連帯して、当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する額またはその差額に相当す
る額を支払わなければならない。 

 （労働環境の整備に関する事項の報告） 
第６条 乙は、労働者等に係る労働環境の整備に関する事項を、品川区長（以下「区長」と

いう。）が別に定める日までに、区長に対し報告しなければならない。 
２ 前項の規定による報告は、品川区電子申請サービスを利用し、必要な事項を入力するこ

とにより行わなければならない。ただし、これにより難い場合は書面により報告すること
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ができる。 
 （労働者等への周知） 
第７条 乙は、次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、またはこれ

らの事項を記載した書面を労働者等に交付しなければならない。 
 ⑴ 労働報酬下限額 
 ⑵ 本特記事項の内容が適用される労働者等の範囲 
 ⑶ 条例第１０条の規定による申出に関する事項およびその申出先 
 ⑷ 第５条に規定する労働報酬に係る乙の連帯責任に関する事項 
 ⑸ 次条に規定する不利益取扱いの禁止等に関する事項 
 （不利益取扱いの禁止等） 
第８条 乙は、条例第１０条の規定による申出があった場合は、誠実に対応するとともに、

当該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の
解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 （報告および立入調査） 
第９条 乙は、条例第１１条第１項の規定による報告の求めおよび立入調査に応じ、協力を

しなければならない。 
 （約定事項の違反の是正等） 
第１０条 乙は、条例第１２条の規定による是正の求めを受けた際は、速やかに是正の措置

を講じなければならない。 
２ 乙は、前項の措置を講じた際は、当該措置の内容を区長に報告をしなければならない。 
 （契約の解除） 
第１１条 甲は、乙または受注関係者が次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除する

ことができる。 
 ⑴ 条例第１１条第１項の規定による報告の求めに応じず、または虚偽の報告を行った

場合 
 ⑵ 条例第１１条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または立

入調査に虚偽の回答を行った場合 
 ⑶ 条例第１２条の規定による是正の求めに応じず、または是正の措置の内容について

虚偽の報告を行った場合 
２ 区長は、前項の規定による解除をした場合、条例第１３条の規定による公表を行うこと

ができる。 
 （損害賠償） 
第１２条 乙は、甲が前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、当該解除

により甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 
２ 甲は、前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じても、

甲はその損害を賠償する責任は負わない。 
 （違約金） 
第１３条 甲が第１１条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、乙に対し違約金

の支払を求めることができる。違約金の額および契約保証金の充当については、契約条項
（委託）第１７条第１項および第３項の規定を準用する。 

２ 前項の違約金は、前条の規定による損害賠償の予定または一部と解さないものとする。 
 （受注関係者との契約） 
第１４条 乙は、受注関係者と本契約に係る業務について契約を締結するときは、当該受注

関係者が本契約において乙の遵守すべき事項（第２条から第４条まで、第７条から第９条
まで、第１０条第１項、第１２条第２項およびこの条に定める乙の遵守すべき事項に限
る。）について遵守することとなるよう、約定しなくてはならない。 
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品川区公契約条例に関する特記事項（指定管理協定用） 
 

（用語の定義） 
第１条 品川区公契約条例に関する特記事項（以下「本特記事項」という。）において、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 甲 発注者である品川区をいう。 
 ⑵ 乙 甲と本指定管理協定（以下「本協定」という。）を締結する者をいう。 
 ⑶ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 
  ア 甲以外の者から本協定に係る業務の一部を請け負い、または受託する者（次号イに

掲げる者を除く。） 
  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

６０年法律第８８号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業として、乙またはアに
掲げる者に次号アに掲げる者を派遣する者 

 ⑷ 労働者等 次に掲げる者をいう。 
  ア 乙または受注関係者に雇用され、専ら本協定に係る業務に従事する労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業ま
たは事務所に使用される者および家事使用人を除く。） 

  イ 乙または受注関係者との契約により、本協定に係る業務の一部を請け負い、または
受託する者であって、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

 ⑸ 労働報酬 本協定に係る業務の対価で、次に掲げるものをいう。 
  ア 前号アに掲げる者がその雇用する者から得る賃金 
  イ 前号イに掲げる者が同号イの契約により得る収入 

（労働関係法令の遵守等） 
第２条 乙は、前条第４号アに掲げる者に係る労働環境の整備に関し、労働基準法、労働安

全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他
の労働関係法令の規定を遵守しなくてはならない。 

２ 乙は、前条第４号イに掲げる者と請負契約または委託契約を締結しようとするときは、
前項の労働関係法令の趣旨を尊重した内容としなくてはならない。 

 （労働報酬の支払） 
第３条 乙は、労働者等に対し、品川区公契約条例（令和６年品川区条例第５６号。以下「条

例」という。）第７条の労働報酬下限額以上の額の労働報酬を支払わなければならない。 
 （労働者等の継続雇用） 
第４条 乙は、本協定が継続性のある業務であるときは、当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定ならびに当該業務の質の維持および継続性の確保に配慮し、本協定の締結前か
ら当該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するよう努めるものとす
る。 

 （労働報酬に係る連帯責任） 
第５条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労働報酬を支払わないときまた

は受注関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、当該受注関係
者と連帯して、当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する額またはその差額に相当す
る額を支払わなければならない。 

 （労働環境の整備に関する事項の報告） 
第６条 乙は、労働者等に係る労働環境の整備に関する事項を、品川区長（以下「区長」と

いう。）が別に定める日までに、区長に対し報告しなければならない。 
２ 前項の規定による報告は、品川区電子申請サービスを利用し、必要な事項を入力するこ

とにより行わなければならない。ただし、これにより難い場合は書面により報告すること
ができる。 

 （労働者等への周知） 
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第７条 乙は、次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、またはこれ
らの事項を記載した書面を労働者等に交付しなければならない。 

 ⑴ 労働報酬下限額 
 ⑵ 本特記事項の内容が適用される労働者等の範囲 
 ⑶ 条例第１０条の規定による申出に関する事項およびその申出先 
 ⑷ 第５条に規定する労働報酬に係る乙の連帯責任に関する事項 
 ⑸ 次条に規定する不利益取扱いの禁止等に関する事項 
 （不利益取扱いの禁止等） 
第８条 乙は、条例第１０条の規定による申出があった場合は、誠実に対応するとともに、

当該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の
解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 （報告および立入調査） 
第９条 乙は、条例第１１条第１項の規定による報告の求めおよび立入調査に応じ、協力を

しなければならない。 
 （約定事項の違反の是正等） 
第１０条 乙は、条例第１２条の規定による是正の求めを受けた際は、速やかに是正の措置

を講じなければならない。 
２ 乙は、前項の措置を講じた際は、当該措置の内容を区長に報告をしなければならない。 
 （指定の取消し等） 
第１１条 甲は、乙または受注関係者が次のいずれかに該当する場合は、本協定に係る指定

管理者の指定の取消しまたは管理の業務の全部もしくは一部の停止（以下「指定の取消し
等」という。）をすることができる。 

 ⑴ 条例第１１条第１項の規定による報告の求めに応じず、または虚偽の報告を行った
場合 

 ⑵ 条例第１１条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または立
入調査に虚偽の回答を行った場合 

 ⑶ 条例第１２条の規定による是正の求めに応じず、または是正の措置の内容について
虚偽の報告を行った場合 

２ 区長は、前項の規定による指定の取消し等をした場合、条例第１３条の規定による公表
を行うことができる。 

 （損害賠償） 
第１２条 乙は、甲が前条第１項の規定により指定の取消し等をした場合において、指定の

取消し等により甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 
２ 甲は、前条第１項の規定により指定の取消し等をした場合において、乙に損害が生じて

も、甲はその損害を賠償する責任は負わない。 
 （違約金） 
第１３条 甲が第１１条第１項の規定により指定の取消し等をした場合は、乙に対し、指定

の取消し等を行った年度における協定金額の１０分の１に相当する額の違約金の支払を
求めることができる。 

２ 前項の違約金は、前条の規定による損害賠償の予定または一部と解さないものとする。 
 （受注関係者との契約） 
第１４条 乙は、受注関係者と本協定に係る業務について契約を締結するときは、当該受注

関係者が本契約において乙の遵守すべき事項（第２条から第４条まで、第 7 条から第９
条まで、第１０条第１項、第１２条第２項およびこの条に定める乙の遵守すべき事項に限
る。）について遵守することとなるよう、約定しなくてはならない。 
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資料５ 

年  月  日  

品川区公契約条例に係る誓約書 

所在地 
氏名・名称 
代表者             様 

所在地 
氏名・名称 
代表者 

 
 貴社と「       」（以下「本件公契約」という。）に関わる「      契約」
（以下「本件契約」という。）を締結するに当たり、下記の事項を遵守することを誓約しま
す。 
 

記 
 
１ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、

最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他の労働関係法令の規定を遵守すること。 
２ 品川区公契約条例（令和６年品川区条例第５６号。以下「条例」という。）第２条第４

号の労働者等に対し、条例第７条の労働報酬下限額以上の額の労働報酬を支払うこと。 
３ 本件契約が継続性のある業務であるときは、当該業務に従事する労働者等の雇用の安

定ならびに当該業務の質の維持および継続性の確保に配慮し、本件契約の締結前から当
該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するよう努めること。 

４ 次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、またはこれらの事項
を記載した書面を労働者等に交付すること。 

 ⑴ 労働報酬下限額 
 ⑵ この誓約書の内容が適用される労働者等の範囲 
 ⑶ 条例第１０条の規定による申出に関する事項およびその申出先 
 ⑷ 本件公契約の受注者（条例第２条第２号の受注者をいう。以下同じ。）の労働報酬に

係る連帯責任に関する事項 
 ⑸ 本誓約書５の項に掲げる不利益取扱いの禁止等に関する事項 
５ 条例第１０条の規定による労働者等の申出があった場合は、誠実に対応するとともに、

当該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の
解除その他不利益な取扱いをしないこと。 
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６ 条例第１１条第１項の規定に基づく品川区長による報告の求めおよび立入調査に応じ、
協力をすること。 

７ 条例第１２条の規定に基づく是正の求めがあった際は、速やかに是正の措置を講じる
こと。 

８ 次に掲げる事項により本件公契約が解除（指定管理協定に係る指定管理者の指定の取
消しまたは管理の業務の全部もしくは一部の停止を含む。以下同じ。）となった場合に、
当該解除により損害が生じても、品川区にその損害の賠償請求をしないこと。 

 ⑴ 本件公契約の受注者または受注関係者（条例第２条第３号の受注関係者をいう。以下
同じ。）が、条例第１１条第１項の規定に基づく区長による報告の求めに応じず、また
は虚偽の報告を行った場合 

 ⑵ 本件公契約の受注者または受注関係者が、条例第１１条の規定に基づく立入調査を
拒み、妨げ、もしくは忌避し、または立入調査に虚偽の回答を行った場合 

 ⑶ 本件公契約の受注者または受注関係者が、条例第１２条の規定による是正の求めに
応じず、または是正の措置の内容について虚偽の報告を行った場合 

９ 本件契約に係る業務について、他の者にその一部を請け負わせる、または他の者から労
働者の派遣を受ける場合には、本誓約書と同一の内容を記載した誓約書を提出させるこ
と。 

  



（工事または製造の請負契約用） 
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資料６ 
品川区公契約条例に関するお知らせ 

 

契約件名  

履行場所  

履行期間 年 月 日から   年 月 日まで 

 この業務は、品川区公契約条例に基づき、従事する労働者等に対し労働報酬下限額以上の賃金を支払う
ことを、区と受注者との契約で約定しています。 
 
○労働報酬下限額 

受注者等が労働者等へ支払う賃金の下限額となる 1 時間あたりの額をいいます。 

別表のとおり 

 
○適用対象となる労働者等 

受注者等に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する者 
（正社員、パート、アルバイト、派遣労働者等） 

受注者等との契約により、公契約に係る業務を請け負う者 
（いわゆる一人親方） 

 ＊受注関係者（下請業者、再委託先等）の労働者等も適用対象となります。 
 ＊次に掲げる者は、適用対象となりません。 
  ア 同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者および家事使用人 

イ 労働基準法第９条の労働者ではない者（ボランティア、役員等） 
ウ 最低賃金法第７条の労働者（使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。） 
エ 公契約に係る業務に専属で従事していない労働者 

（従事する業務の内容に、公契約に係る業務と公契約以外の業務が混在している労働者） 
オ 公契約に係る業務に直接従事していない労働者 

（会社役員、経理作業を行う者、材料製造に係る者等） 
カ 公契約に係る業務に従事した時間が、１か月当たり３０分 に満たない者 
キ 工事または製造の請負契約における現場代理人、監理技術者、主任技術者 

 
○申出をする場合の申出先 

労働者等は、賃金が支払われない場合や賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、区または受注者等
にその事実を申し出ることができます。 

申出先 住所 連絡先 

受注者  〒 
 

TEL  
MAIL  

受注 
関係者  〒 

 
TEL  
MAIL  

区 品川区企画経営部 
経理課 

〒140-8715 
品川区広町 2-1-36 

TEL 03-5742-6641 
MAIL keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp 

＊受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金の額が労働報酬下限額を下回るときは、
その差額に相当する額が支払われるようにする必要があります。 

＊受注者等は、労働者等が申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取
扱いをしてはなりません。 

mailto:keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp


（工事または製造の請負契約用） 
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別表 

○令和８年度労働報酬下限額 
 

単位：円（１時間あたり） 

Ｎｏ． 職種 労働報酬 
下限額 Ｎｏ． 職種 労働報酬 

下限額 
１   ２７   
２   ２８   
３   ２９   
４   ３０   
５   ３１   
６   ３２   
７   ３３   
８   ３４   
９   ３５   

１０   ３６   
１１   ３７   
１２   ３８   
１３   ３９   
１４   ４０   
１５   ４１   
１６   ４２   
１７   ４３   
１８   ４４   
１９   ４５   
２０   ４６   
２１   ４７   
２２   ４８   
２３   ４９   
２４   ５０   
２５   ５１   
２６   

 
＊上記に関わらず、見習い、手元等の労働者および年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している労働

者の労働報酬下限額については、１時間あたり  円となります。 
  



（業務委託契約・指定管理協定用） 
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品川区公契約条例に関するお知らせ 
 

契約件名（協定名）  

履行場所  

履行期間 年 月 日から   年 月 日まで 

 この業務は、品川区公契約条例に基づき、従事する労働者等に対し労働報酬下限額以上の賃金を支払う
ことを、区と受注者との契約（協定）で約定しています。 
 
○労働報酬下限額 

受注者等が労働者等へ支払う賃金の下限額となる 1 時間あたりの額をいいます。 

１時間あたり    円 

 
○適用対象となる労働者等 

受注者等に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する者 
（正社員、パート、アルバイト、派遣労働者等） 

受注者等との契約により、公契約に係る業務を請け負う者 
（いわゆる一人親方） 

 ＊受注関係者（下請業者、再委託先等）の労働者等も適用対象となります。 
 ＊次に掲げる者は、適用対象となりません。 
  ア 同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者および家事使用人 

イ 労働基準法第９条の労働者ではない者（ボランティア、役員等） 
ウ 最低賃金法第７条の労働者（使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。） 
エ 公契約に係る業務に専属で従事していない労働者 

（従事する業務の内容に、公契約に係る業務と公契約以外の業務が混在している労働者） 
オ 公契約に係る業務に直接従事していない労働者 

（会社役員、経理作業を行う者、材料製造に係る者等） 
カ 公契約に係る業務に従事した時間が、１か月当たり３０分 に満たない者 

 
○申出をする場合の申出先 

労働者等は、賃金が支払われない場合や賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、区または受注者等
にその事実を申し出ることができます。 

申出先 住所 連絡先 

受注者  〒 
 

TEL  
MAIL  

受注 
関係者  〒 

 
TEL  
MAIL  

区 品川区企画経営部 
経理課 

〒140-8715 
品川区広町 2-1-36 

TEL 03-5742-6641 
MAIL keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp 

＊受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金の額が労働報酬下限額を下回るときは、
その差額に相当する額が支払われるようにする必要があります。 

＊受注者等は、労働者等が申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取
扱いをしてはなりません。   

mailto:keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp


 

 34 
 

資料７ 
労働環境の整備に関する事項の報告書 

 
 品川区長 あて 
 

品川区公契約条例に基づき、下記の契約（協定）の履行にあたり、労働環境の整備に関する事項につい
て報告します。 

 
契 約 件 名 （ 協 定 名 ）  契 約 番 号  

 
報告者（受注者） 
所 在 地 （ 住 所 ）  
名 称  
代 表 者 （ 役 職 ・ 氏 名 ）  
担 当 者  連 絡 先  

 
 
■労働環境の整備に関する事項 
 ① 最も低い労働報酬額および当該労働報酬の対象となる職種 

※工事または製造の請負契約は別表のとおり 
 

最も低い労働報酬額 
１時間あたり 

左欄の職種 

円  

 
 ② ①を除く労働環境の整備に関する事項 
  □以下の１〜１５の全ての項目について、既に満たしていることを確認しました。 
  □改善が必要な項目について、「■改善項目」の欄のとおり確認しました。 
 

労働者等に係る
就業規則、雇用契
約等に係る状況 

１．就業規則を適正に作成し、労働基準監督署に届け出ている。 
※常時 10 人以上の労働者を使用する使用者のみ 

２．労働者に対して、就業規則等を周知している。 

３．労働者に対して、労働条件通知書などの書面により、労働基準法に定める労働
条件（労働時間、賃金など）を明示している。 
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労働者等に係る
安全衛生、安全教
育、健康管理等に
係る状況 

４．採用時および毎年定期的に健康診断を実施している。 

５．事業場の業種と規模（常時使用する労働者数）に応じた安全衛生管理体制を整
備している。（産業医・衛生推進者など） 
６．労働者に対して、雇い入れたときなどに安全教育を実施している。（建設業な
どの一部の業種のみ）新たに職務に就くことになった職長などの指導監督者に対し
ても、安全教育を実施している。 

労働者等の労働
時間の管理の状
況 

７．労働時間、休憩、休日、時間外および休日の労働、年次休暇について、適正な
運用および管理を行っている。 
８．時間外労働および休日の労働について、適正に３６協定を締結し、労働基準監
督署に届け出ている。  ※対象外となる場合を除く 
９．法定三帳簿（労働者名簿・賃金台帳・出勤簿）を作成し、適正な期間保存して
いる。 

労働者等の労働
報酬の支払に係
る状況 

１０．賃金台帳等から適正な計算により賃金（時間外労働および休日労働などに対
する割増賃金を含む。）を支払っている。 
１１．賃金について、全額を毎月１回以上、一定の期日を定めて支払っている。 

条例に定める約
定事項に係る状
況 

１２．この契約の業務に従事する労働者等（下請業者や再委託先の労働者、派遣労
働者なども含む。）に、労働報酬下限額以上の額の賃金を支払っている。 
１３．条例別表「６労働者等への周知に関する事項」に基づき、周知する事項につ
いて掲示または書面の交付を行っている。 
１４．受注関係者（下請業者や再委託先など）との契約において、公契約において
遵守すべき約定事項について、受注関係者も遵守することとなるよう誓約書などに
より約定している。 

労働者等の労働
環境に係る法令
等の遵守に係る
状況 

１５．労働保険および社会保険の加入手続を適正に行っている。 

 
■改善項目 

項目番号 理由・改善予定など 
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【別表】工事または製造の請負契約 
（最も低い労働報酬額および当該労働報酬の対象となる職種） 
 

 職種 
受注形態 

（元請・一次等） 
最も低い労働報酬 
額（円／時間） 

業者名 
所在地 

１    
業者名  
所在地  

２    
業者名  
所在地  

３    
業者名  
所在地  

４    
業者名  
所在地  

５    
業者名  
所在地  

６    
業者名  
所在地  

７    
業者名  
所在地  

８    
業者名  
所在地  

９    
業者名  
所在地  

１０    
業者名  
所在地  

・職種ごとの最も低い労働報酬額について記入 
・公共工事設計労務単価で区分される５１職種と「見習い・手元等」について記入 
・雇用形態（日雇い・短期雇用など）は問わず、現場代理人、監理技術者、主任技術者は含まないで記入 
・公共工事設計労務単価に含まれる手当等の合計額を１時間あたりの労働報酬に換算した額を記入 
 （１）時給の場合・・・時給を記入 
 （２）日給の場合・・・日給÷１日の所定労働時間 
 （３）月給の場合・・・（①基本給相当額＋②基準内手当＋③臨時の給与＋④実物給与）                   
            ÷１月の所定労働日数÷１日の所定労働時間 
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資料８ 
年 月 日 

       あて 
住 所  
氏 名  
電話番号  

 
労働報酬に係る申出書 

 
 品川区公契約条例に定められている労働報酬下限額以上の賃金等を受け取っていないた
め、下記のとおり申し出ます。 
 

記 
 

契約件名 
または協定名 

 

申出内容 
例）労働報酬下限額を下回っている。 
 
 

賃金等の支払者 
または支払義務者 

 

支払日 
または支払われるべき日 

  年 月 日 

支払われた賃金等 
または支払われるべき賃金等 

      円 

※賃金等は１時間あたりの金額を記載 
 


